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( 選挙）
第 26 条 有権者は、主権者としての権利を行使するため、選挙により、市民の代表者である市長と市

議会議員を選出し、市政運営を信託します。
第 27 条 市長及び市議会議員の候補者は、選挙にあたり、市政に関する方針や政策をわかりやすく市

民に示します。
( 企画立案等 )
第 28 条 市民は、総合計画等の企画立案の過程において、積極的に参画します。
第 29 条 市長等は、総合計画等の企画立案の過程において、市民に対して正確でわかりやすい情報

を積極的に提供し、青少年等や各世代の意見を聴く機会を設けます。
第 30 条 市議会議員は、議会の場において議員間における討議を通じて合意形成を図り、政策立案、

政策提言等を積極的に行います。
第 31 条 市長等は、多様な政策課題に適切に対応していくため、政策形成能力の向上に努めます。

自治基本条例とまちづくり⑲

市民協働課　☎（55）7113

７月号では、第２３条～第２５条（将来ビジョン等の策定、情報公開、
行政手続）を紹介しました。
今回は、第２６条～第３１条（選挙、企画立案等）について
紹介します。

市民の皆さんが市政に参画いただけるよう、広報紙や市ホームページなどで様々な情報を提供してい
ます。また、市が総合計画などの企画立案を行う際には、市民アンケート調査やパブリックコメントなど、
市民の皆さんが参画できる機会を設けています。こうした機会を活用して市政に参画しましょう。

【令和３年度愛西市ごみゼロ運動について】
毎年 11 月に実施している「ごみゼロ運動」ですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
の観点から、参加者および関係者の健康と安全面を配慮し、昨年度と同様に令和 3 年度も開催を
中止とします。ご理解のほど、よろしくお願いします。

【美しい街づくりのために】
美しい街づくりは、市民一人ひとりが街を汚さないようにし、ごみを拾うことよりも捨てない
心を養うことが必要です。道路や公園に散乱しているごみは、地域の美観を損なうばかりでなく、
快適な生活環境にも少なからず影響を与えることになります。今後も愛西市の美化運動にご協力
をお願いします。

【私有地の不法投棄について】
私有地に不法投棄をされているのを発見した場合は、津島警察署へ通報してください。土地所
有者または管理者は、管理責任があるため、適正に処理する必要があります。防犯カメラの設置
や草を刈るなどして、不法投棄をされないための環境づくりを行うことが大切です。
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休日交付は毎月第２日曜日の完全予約制（午前8時30分～11時50分）です。ご希望
の休日交付日の前の水曜日（４日前）までに電話予約をお願いします。予約人数には限
りがあり、予約をお受けできない場合がありますのでご了承ください。

詳しくは市ホームページをご覧いただくか、
市民課へお電話ください。

▶対象となる世帯／
次の①～⑦全てに該当する世帯
①婚姻届を提出し、受理されている　
　※再婚の方も対象
②婚姻日時点で、夫婦共に45歳以下
③夫婦一方または双方が婚姻日の６か月前の日から申請日までに愛西市に転入届を提出し、受
理されている

④申請時点で、夫婦双方の住民票が申請する住宅の住所と一致している
⑤他の公的制度による家賃補助を受けていない（勤務先からの住居手当は除く）
⑥過去にこの補助金の交付を受けたことがない
⑦市税の滞納（転入者については、転入前の住所地で市町村税の
　滞納を含む）がない

▶申請期間／
婚姻日から１年以内
▶対象となる経費および補助額／
結婚を機に要した以下の費用について補助金を交付します。
（最大30万円）

マイナンバーカードの休日交付を行っています

結婚に伴う新生活を経済的に支援し、安心して暮らしていただけるよう、
新婚世帯に対して住居費および引っ越し費用の一部を助成しています。

愛西市新婚世帯住居費等支援補助金
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